
平
成
三
十
年
四
月
五
日
提
出

質
問
第
二
〇
九
号

自
衛
隊
に
お
け
る
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
不
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

209



自
衛
隊
に
お
け
る
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
不
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書

稲
田
前
防
衛
大
臣
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
「
お
尋
ね
の
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活

動
の
日
報
に
つ
い
て
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
同
様
の
現
地
情
勢
や
自
衛
隊
の
活
動
内
容
を
記
録
し
た
現
地
部
隊
の
日
報
に

つ
い
て
は
、
確
認
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
「
稲
田
答
弁
」
と
い
う
。
）
と
答
弁
し

た
。平

成
三
十
年
四
月
四
日
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
は
、
防
衛
省
内
で
、
「
（
平
成
二
十
九
年
）
三
月
か
ら
開
始
し
た
南
ス
ー
ダ
ン

Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
日
報
問
題
に
関
す
る
特
別
防
衛
監
察
の
過
程
で
、
同
二
十
七
日
に
研
本
に
お
い
て
、
前
回
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
外

付
け
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
か
ら
、
イ
ラ
ク
の
活
動
の
日
報
が
発
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
研
本
教
訓
セ
ン

タ
ー
長
以
下
が
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
稲
田
防
衛
相
を
は
じ
め
政
務
三
役
、
内
部
部

局
、
統
合
幕
僚
監
部
に
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
記
者
発
表
し
た
。

同
日
、
稲
田
前
防
衛
大
臣
は
、
「
上
が
っ
て
き
た
報
告
を
信
じ
て
国
会
で
答
弁
し
て
き
た
が
、
一
体
な
に
を
信
じ
て
答
弁
し

て
い
い
の
か
。
こ
ん
な
で
た
ら
め
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
」
（
「
稲
田
議
員
発
言
」
と
い
う
。
）
と
発
言
し
た
。

シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
「
軍
事
権
を
議
会
に
責
任
を
負
う
大
臣
（
文
民
）
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
軍
の

一



独
走
を
抑
止
す
る
原
則
」
（
芦
部
信
喜
『
憲
法
第
六
版
』
）
を
い
う
。
防
衛
省
改
革
・
組
織
改
編
に
お
け
る
文
民
統
制
の
考
え

方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質
一
七
一
第
一
二
〇
号
）
で
は
、
「
我
が
国
の
現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
国
防

に
関
す
る
国
務
を
含
め
、
国
政
の
執
行
を
担
当
す
る
最
高
の
責
任
者
た
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
は
、
憲
法
上
す
べ
て

文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
」
、
「
国
防
組
織
た
る
自
衛
隊
も
法
律
、
予
算
等
に
つ
い
て
国
会
の
民
主
的
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
な
ど
、
厳
格
な
文
民
統
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
会
で
防
衛
大
臣
の
行
う
答
弁
の
前
提
と
な
る
防
衛
省
内
で
の
政
務
三
役
へ
の
様
々
な
事
実
の
報
告
を
行

わ
な
い
こ
と
は
、
「
国
会
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
」
こ
と
の
前
提
が
崩
れ
、
稲
田
議
員
発
言
の
「
一

体
な
に
を
信
じ
て
答
弁
し
て
い
い
の
か
」
と
い
う
状
態
に
陥
り
、
自
衛
隊
に
対
す
る
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
機
能
し
て

い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
思
命
令
系
統
の
混
乱
し
た
組
織
が
有
事
に
お
い
て
外
敵
か
ら
の
攻
撃
を
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処
で
き
る
と
は

考
え
に
く
く
、
組
織
内
の
様
々
な
情
報
を
隠
す
と
い
う
こ
と
は
、
組
織
運
営
上
致
命
的
で
あ
り
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
上
の
重

大
な
懸
念
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

二



一

稲
田
議
員
発
言
を
政
府
は
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
。
稲
田
答
弁
の
前
提
と
な
る
防
衛
省
内
の
報
告
が
意
図
的
に
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
防
衛
大
臣
に
部
下
た
る
自
衛
隊
員
が
虚
偽
の
報
告
を
行
う
、
ま
た
は
報
告
を
行
わ
な
い
、
あ
る
い
は

意
図
的
に
誤
っ
た
情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

本
件
で
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
日
報
問
題
に
関
す
る
特
別
防
衛
監
察
の
過
程
で
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
に
お
い

て
、
外
付
け
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
か
ら
イ
ラ
ク
の
活
動
の
日
報
が
発
見
さ
れ
た
。
研
究
本
部
教
訓
セ
ン
タ
ー
長
以
下
が
、
そ
の

存
在
を
確
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
稲
田
防
衛
相
を
は
じ
め
政
務
三
役
に
報
告
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。
具
体
的

に
示
さ
れ
た
い
。

三

防
衛
省
は
、
「
厳
格
な
文
民
統
制
が
確
保
さ
れ
」
る
た
め
の
前
提
に
欠
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
研
本
教
訓
セ
ン
タ
ー
長
以

下
が
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
稲
田
防
衛
相
を
は
じ
め
政
務
三
役
」
に
報
告
を
行
わ

な
か
っ
た
の
は
、
日
本
国
憲
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
、
文
民
に
よ
る
自
衛
隊
の
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
反
す
る
の

で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

稲
田
議
員
発
言
で
い
う
「
一
体
な
に
を
信
じ
て
答
弁
し
て
い
い
の
か
。
こ
ん
な
で
た
ら
め
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
」

と
い
う
こ
と
は
、
国
会
お
よ
び
国
会
議
員
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
防
衛
省
は
一
年
以
上
も
国
会
を
欺
い
て
き
た
と
言
わ

三



ざ
る
を
得
ず
、
「
軍
事
権
を
議
会
に
責
任
を
負
う
大
臣
（
文
民
）
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
す
る
前
提
を
欠
い
て
い
る
状

態
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

四
に
関
連
し
て
、
こ
の
よ
う
な
防
衛
省
の
現
状
は
、
「
厳
格
な
文
民
統
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

安
倍
総
理
が
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
自
衛
隊
に
お
け
る
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
不
全
の
回
復
、
徹
底
で

あ
り
、
自
衛
隊
の
存
在
を
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
明
記
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
安
倍
総
理
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


